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昔
の
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
シ
の
勝
粁
將
軍
ニ
コ
ラ
ス
・
ス
ウ
ル
ト
が
、
老
躯
雌
股
の
堪
得
ざ
る
故
を
以
っ
て
内
閣
總
郡
を
僻
し
、
七
月

王
國
の
内
閣
總
理
ざ
し
て
ギ
ゾ
オ
が
就
任
し
た
の
は
論
一
八
川
七
年
九
月
一
九
日
の
こ
さ
で
あ
る
。
然
し
一
八
川
○
年
事
件
以
來
諭
彼
は

王
剛
後
期
政
論
の
庭
の
中
心
を
掌
っ
て
ゐ
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
總
理
交
迭
は
別
趣
な
も
の
を
含
ん
で
は
ゐ
な
か
つ
仁
が
”
ギ
ゾ
オ

は
こ
の
機
禽
に
、
少
く
も
代
議
院
に
於
け
る
反
政
府
の
形
勢
を
稗
換
し
よ
う
さ
し
て
、
閣
員
の
更
迭
を
諏
盈
に
試
み
た
。

七
月
王
國
内
閣
の
一
八
四
七
年
の
改
組
は
、
笈
は
ギ
ゾ
オ
が
期
待
し
だ
ほ
・
ざ
の
結
果
を
耐
さ
な
か
っ
た
。
形
勢
は
依
然
返
し
て
、
政
府

亡
反
對
政
蕪
さ
の
對
立
に
緩
和
を
生
ぜ
ず
、
改
組
そ
の
事
が
、
こ
の
形
勢
の
影
郷
を
脱
す
る
》
」
ざ
が
出
来
な
か
っ
た
。
「
改
組
は
政
蹴
關

係
に
於
て
何
等
彼
の
方
策
も
、
地
位
も
愛
吏
し
に
こ
さ
で
は
な
く
、
政
府
の
威
儒
を
も
獄
さ
す
、
唯
そ
の
無
能
の
不
評
判
が
、
却
っ
て
一

層
に
そ
の
凡
脈
の
不
評
判
の
上
に
加
は
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
ギ
ゾ
オ
は
自
ら
以
っ
て
、
政
府
が
そ
の
悉
く
の
弱
鮎
を
除
き
得
仁
も
の

さ
し
て
、
弧
く
待
つ
て
ゐ
に
。
」
（
一
フ
ヴ
ィ
ッ
ス
『
フ
ラ
ン
ス
近
仙
史
。
』
第
五
巻
、
画
三
六
二
）
改
組
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
以
前
数

ヶ
月
の
こ
さ
で
あ
っ
た
が
、
一
向
に
ギ
ゾ
オ
の
志
衣
ど
こ
ろ
に
適
せ
ず
．
彼
が
總
理
ざ
し
て
任
じ
た
こ
さ
は
、
そ
の
繍
縫
で
あ
る
ざ
も
観

ら
れ
、
叉
、
彼
の
自
ら
細
て
に
憐
ら
ん
さ
す
る
決
意
の
故
で
あ
る
ざ
も
観
ら
れ
た
。

こ
の
政
治
上
の
危
局
の
明
ら
か
な
る
一
八
川
七
年
に
於
て
、
避
緊
法
の
改
革
、
議
含
の
改
革
の
要
求
が
陪
喋
を
極
め
て
ゐ
た
時
に
於
て
、

ギ
ゾ
オ
が
こ
れ
を
無
硯
し
諺
或
は
む
し
ろ
、
無
感
尭
に
放
世
し
、
菅
昇
の
冒
罠
①
唇
を
間
守
し
．
旨
冒
舜
冨
吋
８
貝
》
・
８
丘
○
日
”
を
主
張
し

て
ゐ
篭
こ
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
議
院
に
於
け
る
ギ
ゾ
オ
非
難
の
二
三
の
如
く
、
「
全
然
拷
無
の
政
治
」
に
師
す
べ
き
こ
さ
で
あ
り
、
或

愉
誰
史
畢
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
峠
代
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諭
證
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
．
四
○

需
學
に
通
じ
、
史
學
に
秀
で
，
完
備
し
た
且
つ
宏
壯
な
學
的
綜
合
の
知
能
を
有
し
た
ギ
ゾ
オ
が
、
単
に
そ
の
杣
象
の
考
察
、
形
而
上
的

の
批
判
に
経
始
し
て
、
現
蛮
の
政
論
の
形
勢
を
過
眼
し
、
忘
却
し
、
或
は
注
意
し
得
な
か
つ
た
も
の
ざ
は
老
へ
ら
れ
な
い
・
八
年
の
長
年

月
Ⅲ
、
能
く
七
〃
王
國
の
政
論
を
掌
つ
仁
彼
に
は
、
あ
り
得
な
い
こ
さ
で
あ
る
。

四
二
年
の
議
院
が
彼
に
有
利
な
形
勢
を
以
っ
て
，
多
数
議
席
を
政
府
の
側
に
雄
得
し
た
こ
さ
は
、
黄
は
一
時
の
現
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

４

⑤
。

（
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ド
・
ブ
レ
ッ
ド
『
七
月
王
剛
史
・
』
節
二
巻
、
頁
川
八
二
’
三
）
（
ラ
ヴ
ィ
ッ
ス
前
掲
同
書
。
頁
二
九
一
、
及
三
○
○
）
川
五

九
席
中
の
二
六
六
席
は
決
し
て
そ
れ
以
前
の
形
勢
に
照
し
て
、
絶
對
に
ギ
ゾ
オ
政
治
に
宗
是
を
與
へ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

。
「
こ
の
議
啼
の
多
欺
は
、
共
日
其
日
の
政
論
を
、
慨
智
の
溝
の
中
で
行
っ
て
ゆ
く
に
は
雄
り
て
ゐ
た
。
然
し
、
形
勢
が
、
愉
代
の
諾
事

象
ご
先
入
見
の
秋
み
垂
な
り
で
段
灸
に
大
き
く
な
・
っ
て
行
・
く
時
、
そ
れ
を
辿
言
止
め
る
に
は
、
勿
論
不
充
分
で
あ
る
。
治
世
の
弱
黙
ざ
間

も
な
く
起
っ
た
没
落
ど
の
秘
密
が
、
そ
の
う
ち
に
か
く
さ
れ
て
ゐ
た
そ
の
思
想
を
、
吾
交
は
掘
り
尋
ね
る
要
が
あ
る
。
こ
の
凡
て
は
、
政

〆

界
の
人
餐
其
の
入
廷
は
総
て
を
忘
れ
て
ゐ
な
い
ざ
云
ふ
事
態
の
下
に
あ
る
人
凌
の
上
に
、
發
見
す
る
こ
ざ
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
多
数
の

「
從
順
」
な
代
議
員
に
は
、
完
全
の
程
度
ま
で
の
規
律
も
忠
波
も
無
い
・
総
て
を
忘
れ
て
経
ふ
ほ
ざ
の
献
身
も
無
い
．
革
命
的
原
理
は
、

彼
等
に
消
滅
す
・
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
も
彼
等
は
．
そ
れ
を
彼
等
の
胸
の
極
く
奥
深
い
虚
に
は
保
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
抜
致

の
や
う
に
彼
等
が
そ
れ
を
見
た
時
で
も
、
さ
て
は
所
謂
保
守
政
治
ぞ
蚊
も
厳
し
く
彼
等
が
恋
行
し
た
時
で
さ
へ
も
、
彼
等
の
壯
年
時
代
の

見
聞
な
り
、
教
育
な
り
、
雑
誌
の
論
文
な
り
、
劇
の
所
作
な
り
、
総
て
の
自
由
主
義
の
印
象
を
、
彼
等
は
捨
て
上
は
ゐ
な
か
つ
だ
。
こ
れ

①

ら
の
入
廷
の
上
に
は
、
こ
の
思
想
の
愈
亜
が
復
活
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
」
（
ド
ラ
・
コ
ル
ス
前
掲
書
。
頁
三
五
八
’
三
五
九
）

幼
年
の
時
か
ら
．
結
細
な
観
察
を
も
ち
、
透
徹
し
た
推
理
ざ
微
妙
な
洞
祀
さ
へ
も
有
っ
て
ゐ
た
ギ
ゾ
オ
が
、
こ
の
や
う
な
天
下
の
形
勢
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「

一
八
Ⅷ
二
年
、
佛
蘭
両
の
一
軍
艦
は
マ
ル
キ
ー
ス
諸
貼
を
占
擴
し
”
次
い
で
タ
ヒ
チ
鵬
に
上
陸
軍
を
送
っ
た
。
こ
の
地
の
土
人
政
椛
に

對
し
、
佛
脳
西
政
府
は
保
謹
を
約
す
る
こ
さ
ｋ
な
っ
た
が
、
こ
の
事
は
忽
ち
英
剛
の
勢
力
ざ
の
衝
突
を
若
通
す
こ
さ
氏
な
っ
た
。
英
剛
は

既
に
タ
ヒ
チ
島
の
保
誰
樅
を
得
た
り
さ
し
、
藥
諏
商
プ
リ
ッ
チ
ァ
ド
を
価
事
ざ
し
て
ゐ
た
。
紛
予
の
結
果
、
佛
附
西
士
官
は
。
フ
リ
ッ
チ
ァ
ド
を

禁
釧
し
、
プ
リ
ッ
チ
ァ
ド
は
本
閏
政
府
に
告
訴
し
、
本
叫
政
府
は
プ
リ
ッ
チ
ヂ
ド
の
地
位
回
復
ざ
賠
侭
と
を
佛
闘
西
に
要
求
し
、
か
く
て
而
叫

Ｊ

ｂ

■

棚
係
の
緊
張
甚
し
く
、
ギ
ゾ
オ
政
府
の
承
認
、
佛
蘭
内
代
議
院
の
可
決
、
そ
し
て
一
八
川
川
年
十
川
⑳
ル
ィ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
王
の
溶
純
の
た

め
の
英
剛
訪
問
な
ぎ
を
經
て
、
辛
う
じ
て
プ
リ
ッ
チ
ァ
ド
事
件
は
、
何
時
の
Ⅲ
に
か
平
静
に
近
づ
く
こ
Ｅ
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

ら

桧
在
樅
の
事
件
亡
プ
リ
ッ
チ
ァ
ド
事
件
ざ
は
、
七
川
王
剛
政
府
ギ
ゾ
オ
の
方
策
が
、
外
交
の
「
韮
準
」
の
調
整
に
努
力
し
に
も
の
で
あ
つ

だ
又
努
力
せ
ざ
る
ど
得
な
か
つ
元
虚
で
あ
つ
埠
一
そ
れ
に
曲
っ
て
王
椛
の
弧
問
さ
幽
内
平
靜
さ
を
岡
る
。
、
必
然
の
も
の
こ
さ
れ
た
が
、

却
っ
て
そ
の
結
果
さ
し
て
は
雨
、
剛
内
に
於
け
る
不
信
紙
を
蛸
す
の
み
で
あ
っ
た
。
政
府
方
策
に
對
す
る
代
議
院
の
可
否
蜂
僅
か
に
八
栗

ｂ

の
糸
の
多
数
養
成
を
示
し
、
和
岬
川
の
不
養
成
を
示
し
て
ゐ
た
が
、
議
貝
の
多
数
が
既
に
川
○
年
の
興
蛮
ど
忘
れ
た
・
こ
云
ふ
こ
さ
だ
け
で
、

〃

仙
人
は
失
望
を
感
じ
て
ゐ
に
の
で
あ
る
。

Ｗ
班
牙
結
婚
事
件
が
示
し
た
成
功
ざ
、
對
英
脚
弧
硬
方
策
ざ
は
、
さ
ほ
ざ
に
多
く
の
慰
撫
を
、
前
の
二
事
件
に
失
望
し
た
人
糞
の
上
に

典
へ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
の
性
礎
が
、
和
柑
に
微
妙
な
影
遜
蝿
を
佛
剛
阿
の
閏
際
地
位
の
上
に
典
へ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
拘
は
ら
す
、
事

が
脚
民
全
般
の
上
に
開
聯
す
る
ご
こ
る
繩
い
た
め
で
あ
っ
た
か
、
或
は
事
件
の
解
決
の
遂
行
に
、
常
に
退
嬰
的
な
態
度
ご
不
明
確
さ
、
ざ
を

伴
っ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
っ
た
か
、
ギ
ゾ
オ
政
府
に
對
す
る
儒
帆
の
鮎
に
於
て
は
、
依
然
こ
し
て
礎
る
さ
》
」
ろ
英
剛
さ
の
嫉
税
に
過
ぎ
な
い

ｆ

芭
云
ふ
、
感
想
を
典
へ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
、

、

。

諭
擢
史
畢
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
’
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三
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づ

・
諭
誰
史
畢
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
動
四
四

然
し
こ
の
覗
件
に
は
、
ギ
ゾ
オ
の
煮
つ
仁
意
州
が
充
分
に
変
現
さ
れ
、
彼
の
信
念
の
在
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
こ
さ
に
於
て
、

前
の
二
事
件
Ｅ
は
趣
争
哲
異
に
し
て
ゐ
ろ
も
の
が
あ
る
。
マ
ド
リ
ッ
ト
の
佛
附
内
使
節
グ
レ
ッ
ソ
ン
に
宛
て
上
彼
は
神
棚
の
う
ち
に
、
「
西
班

牙
に
猫
逸
の
一
公
子
が
迎
へ
・
ら
れ
る
ご
い
ふ
こ
さ
は
、
雌
も
鋭
利
な
打
蠣
で
今
の
り
、
佛
附
西
の
名
饗
に
開
す
る
雌
も
敏
感
な
こ
こ
で
の

る
。
」
（
テ
ュ
ロ
ウ
・
ダ
ン
ジ
ャ
ン
『
七
川
王
剛
史
・
』
巻
六
、
瓦
一
五
九
）
皇
両
２
上
の
は
‐
英
図
が
内
班
牙
幼
女
王
の
夫
ざ
し
て
主
張
す

る
、
サ
ッ
ク
ス
・
コ
ブ
ル
グ
公
子
レ
オ
ポ
ル
ド
に
州
し
た
こ
さ
で
あ
る
。
塊
太
利
の
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
は
例
の
如
き
現
状
維
持
を
主
直
し
論
西

班
牙
に
於
け
る
剛
王
系
の
調
停
を
．
結
僻
を
以
て
試
み
よ
う
ざ
し
た
が
、
仙
紀
初
以
來
度
Ｉ
の
内
乱
を
史
ね
た
保
守
自
山
の
こ
の
附
王
系

の
一
致
は
、
蛮
現
の
希
望
な
く
、
佛
悶
内
の
モ
ン
パ
ン
シ
ェ
￥
全
農
仁
」
れ
に
先
だ
つ
オ
ウ
マ
ー
ル
公
を
結
辮
候
補
を
す
る
、
主
張
は
，
紐

餘
曲
折
し
て
噸
る
穂
密
不
明
瞭
の
川
に
、
國
際
問
題
ご
な
っ
て
ゐ
た
。
モ
ン
パ
ン
シ
エ
公
ぜ
幼
女
王
の
夫
さ
せ
ず
し
て
そ
の
妹
の
夫
さ
す

る
案
、
カ
ー
プ
ィ
ス
公
を
幼
女
王
の
夫
ざ
す
る
案
な
・
ざ
が
、
英
國
の
弧
硬
な
、
王
張
の
前
に
、
獅
弄
さ
れ
る
手
段
の
や
う
に
見
え
て
ゐ
に
こ
さ

な
ぎ
は
、
長
い
日
剛
を
喪
し
て
解
決
し
な
か
っ
た
問
題
に
對
す
る
，
ギ
ゾ
オ
政
府
の
不
活
動
ざ
し
“
て
考
へ
ぢ
れ
て
ゐ
た
が
、
然
し
ざ
も
か

く
も
彼
は
、
「
こ
れ
に
開
す
る
那
件
の
細
て
を
、
緒
細
な
注
意
ご
敏
捷
、
と
を
以
て
唯
理
し
た
。
恰
か
も
、
彼
の
正
即
諭
粁
た
る
莱
殴
か
ら

２

は
識
期
さ
れ
ぬ
や
う
に
、
」
佛
蘭
門
の
名
騨
を
維
持
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
（
ド
ラ
《
コ
ル
ス
前
掲
書
、
頁
三
五
川
）
。

「
正
那
諭
薪
た
み
氣
礎
か
ら
は
識
期
さ
れ
ぬ
」
ご
い
ふ
こ
ざ
は
、
両
班
牙
結
蠕
問
題
の
經
緯
が
航
る
複
錨
し
た
こ
さ
か
ら
、
そ
の
川
に

虚
し
た
ギ
ゾ
オ
の
方
策
が
、
或
意
味
に
於
て
は
現
蛮
的
な
臨
機
的
な
巧
妙
さ
を
有
し
た
や
う
に
、
凝
ら
れ
る
こ
さ
を
指
摘
し
て
ゐ
る
や
う

で
あ
る
。
こ
の
概
鮎
か
ら
前
の
二
事
件
ざ
こ
の
事
件
ざ
が
、
表
而
に
於
て
不
成
功
屈
從
さ
成
功
睡
倒
ざ
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
さ
し
て
、
そ

れ
を
認
め
る
こ
さ
も
出
来
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
寧
ろ
、
こ
の
結
幡
事
件
を
以
て
、
前
一
軍
件
の
上
に
ギ
ゾ
オ
方
錐
の
意
味
を
見
直
す
こ
さ

１
１

1

ノ
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が
必
要
で
あ
る
。

蒜
し
も
さ
き
に
記
し
た
ギ
ゾ
オ
の
一
言
を
、
彼
の
一
の
信
念
の
表
示
で
あ
る
ご
見
る
な
ら
ば
論
じ
か
も
そ
れ
が
佛
脳
西
外
交
の
基
準
に
照

さ
れ
る
こ
さ
に
於
て
、
「
名
騨
さ
敏
感
」
さ
の
雨
新
の
同
時
の
逹
成
の
、
途
が
、
信
念
に
對
し
て
稔
密
不
明
瞭
の
虚
理
を
作
ひ
来
る
の
も

俄
然
で
あ
っ
た
ら
う
。
信
念
は
必
然
の
經
路
の
上
に
立
つ
も
の
ざ
解
せ
ら
れ
る
。
前
二
那
件
に
し
て
屈
從
な
り
不
成
功
な
り
さ
観
ら
れ
る

も
の
は
、
等
し
く
信
念
に
曲
っ
て
、
必
然
の
經
路
の
上
に
立
た
せ
ら
れ
た
も
の
ど
槻
る
こ
ざ
に
過
ま
り
が
な
い
で
あ
ら
う
。

佛
剛
西
の
あ
ら
ゆ
る
軸
に
於
て
の
屈
辱
、
「
無
能
」
、
「
不
活
動
」
の
結
果
さ
し
て
兄
ら
れ
た
る
七
川
王
國
政
治
後
期
の
外
交
は
、
ま
た

他
の
一
而
に
し
て
そ
れ
は
む
し
ろ
己
む
を
得
ざ
る
失
敗
に
誘
か
れ
に
精
祁
を
、
有
し
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
ぅ
か
。
前
後
に
亙
る

信
念
の
系
流
が
、
そ
の
う
ち
に
見
川
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ギ
ゾ
オ
の
．
「
樂
天
的
な
性
格
」
ざ
調
は
れ
．
「
帆
雌
を
輕
小
硯
し
」
、

む
し
ろ
眼
を
蒜
ふ
て
過
ぎ
泥
芭
見
ゆ
る
も
の
ば
、
そ
の
反
面
に
、
弧
烈
な
信
念
の
系
流
が
存
し
↑
卜
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
ぅ
か
。
ひ
だ
す

ら
に
没
落
の
淵
へ
走
っ
た
や
う
に
兇
ゆ
る
、
ギ
ゾ
オ
時
代
に
對
す
る
歴
史
上
の
疑
は
、
斯
く
て
、
必
然
の
禅
蹄
を
う
ち
立
て
に
信
念
の
方

面
か
ら
、
解
読
を
見
出
し
う
る
で
あ
ら
う
。
四
○
年
事
件
の
遼
境
ご
國
際
状
勢
の
う
ち
か
ら
選
み
出
さ
れ
に
「
基
準
」
は
命
、
信
念
さ
し
て

ギ
ゾ
オ
時
代
を
貫
き
稲
そ
の
た
め
の
事
の
必
然
の
發
展
が
蒋
取
さ
れ
て
ゐ
に
の
で
あ
る
。
或
は
「
全
無
拷
無
の
政
治
」
己
許
せ
ら
れ
、
或

は
「
忘
却
せ
ざ
る
從
順
な
る
代
議
員
」
さ
槻
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
殆
ん
ざ
悉
く
が
唯
七
月
王
政
の
弛
緩
ご
な
っ
た
も
の
は
、
偏
念
が
必
然

の
禅
路
を
選
ん
で
そ
の
上
に
立
つ
に
因
果
の
捌
係
で
の
る
、
己
、
解
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
入
若
し
肺
命
剛
の
内
心
に
、
存
在
す
る
或
は
存
在
す
べ
き
こ
ざ
を
主
張
せ
ん
ご
す
ろ
も
の
あ
ら
ぱ
、
そ
こ
に
二
つ
の
椛
力
が
あ
る
。
一

は
平
滞
の
も
の
、
他
は
非
常
の
も
の
で
あ
り
、
一
は
憲
法
的
な
る
も
の
、
他
は
立
憲
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
薪
は
日
常
の
時
の
た
め
に

存
し
、
後
考
は
孵
定
の
時
の
た
め
に
存
し
て
ゐ
る
・
憲
法
に
依
っ
て
存
す
る
政
府
は
、
変
に
組
織
あ
る
耐
命
仙
の
、
王
椛
で
あ
る
故
に
、
そ
の

外
に
は
、
僥
倖
に
浮
び
出
て
莱
命
の
機
命
を
捉
へ
る
耽
會
し
か
存
在
し
な
い
。
革
命
は
組
織
立
て
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
献
會
事
物

の
賑
規
の
運
行
の
冊
に
は
、
そ
の
合
法
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
余
は
生
涯
に
於
て
三
つ
２
錐
曙
的
椛
力
を
兇
に
。
即
ち

革
命
雁
節
八
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
一
八
一
四
年
の
ル
イ
十
八
世
及
び
一
八
三
○
年
の
代
議
院
で
あ
る
。
然
し
］
以
机
に
於
て
は
こ
れ
ら
の

場
合
の
票
決
は
、
悉
く
假
定
で
あ
り
、
無
根
擴
で
あ
り
、
ま
た
憾
擁
皿
で
も
あ
る
。
云
兵
」
さ
、
彼
は
、
懸
法
に
從
っ
て
細
縦
さ
れ
だ
る
議

會
は
、
王
政
下
に
於
て
、
擶
政
を
決
定
し
延
い
て
王
付
繼
承
を
左
右
す
る
椛
限
に
在
ら
ざ
る
こ
き
”
發
案
桃
を
有
に
ぬ
こ
、
己
。
政
府
の
案

に
對
し
餐
奔
を
表
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
《
己
、
之
に
曲
っ
て
識
金
叩
の
正
術
な
る
存
在
を
得
る
こ
ざ
を
術
じ
た
の
で
あ
る
。
（
ド
ロ
ブ
レ
ッ

３

ド
前
掲
響
。
頁
川
九
六
Ｉ
川
九
七
）

伺
年
オ
ー
ト
・
ソ
オ
ン
ヌ
鰄
山
疑
獄
事
件
が
あ
っ
た
。
同
餓
山
命
咄
肺
は
、
前
開
此
キ
ュ
ビ
ェ
ル
の
信
戦
を
う
け
て
、
等
し
く
前
脇
典
テ

ス
ト
に
多
額
を
附
賄
を
な
し
論
テ
ス
ト
は
そ
の
ま
上
に
し
て
大
霧
院
長
ざ
し
て
職
に
在
っ
た
こ
さ
が
鱒
見
し
に
。
テ
ス
ト
が
ギ
ゾ
ォ
に
親

し
が
っ
た
こ
↓
と
か
ら
，
祉
人
は
こ
れ
を
以
っ
て
ギ
ゾ
オ
の
上
に
非
難
を
加
へ
た
が
、
卿
様
に
後
年
一
八
川
七
年
に
は
、
プ
ラ
ス
ラ
ン
公
僻

が
そ
の
夫
人
を
虐
殺
し
て
應
確
し
、
露
見
し
て
森
を
以
っ
て
自
殺
し
た
時
に
は
、
等
し
く
ギ
ゾ
オ
政
府
の
上
に
非
難
が
加
へ
ら
れ
、
サ
ン

ト
・
ブ
ウ
ヴ
の
如
き
は
、
「
プ
ラ
ス
ラ
ン
公
癖
の
行
鯛
は
、
革
命
の
發
展
に
對
し
て
ギ
ゾ
オ
の
仕
事
を
岡
じ
な
味
を
布
つ
」
且
一
満
っ
た
。

こ
れ
ら
の
不
徳
が
七
月
王
政
に
對
す
る
攻
鍛
を
大
な
ら
し
め
た
こ
さ
は
洲
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
必
し
も
、
王
政
維
持
亡
秩
序
維
持
ざ
の
沈

諭
読
史
學
の
フ
ア
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
時
代
川
七
．

’
､

’

Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｉ

■
Ｆ
Ｉ
Ｉ
画

〃



’
一1

、

、

の
一
般
の
末
流
的
浪
學
主
義
の
弊
ざ
、
和
通
す
る
も
の
あ
る
こ
ざ
が
老
職
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
詔
は
ピ
ギ
ゾ
オ
政
府
に
ざ
り
て
は
不
慮

の
柵
雌
で
あ
る
こ
さ
、
恰
も
一
八
川
六
年
の
大
雨
水
需
ご
凶
作
、
延
い
て
經
濟
危
難
の
發
生
に
比
べ
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

教
金
川
派
、
そ
の
多
く
が
プ
ル
ポ
ン
正
統
・
王
義
を
持
し
て
現
王
朝
を
「
纂
奪
新
」
ざ
す
る
も
の
、
共
和
派
．
そ
の
多
く
が
肺
命
岬
主
義
を
持

し
て
概
し
て
王
政
を
否
定
し
、
殊
に
代
議
員
の
姿
庵
養
桁
を
非
難
す
る
も
の
が
、
一
八
川
六
年
前
後
か
ら
群
し
く
擁
砿
し
は
じ
め
た
域
に

は
、
諭
誰
史
學
は
政
治
見
解
に
集
中
さ
れ
、
む
し
ろ
歴
史
皐
業
紐
か
ら
派
生
し
た
論
評
の
範
困
に
發
逹
し
て
、
そ
の
上
に
諭
諦
史
學
の
哲

學
的
な
思
索
ａ
論
理
ざ
を
攻
述
し
て
ゐ
に
。
ル
ィ
・
プ
ラ
ン
の
『
十
年
史
』
が
漸
く
そ
の
大
き
な
「
城
鮒
し
」
さ
洲
は
れ
る
影
郷
を
明
か

に
し
て
ゐ
る
川
に
、
ラ
マ
ル
チ
ー
ヌ
の
『
ヂ
画
ヱ
ダ
ン
史
』
が
一
八
川
七
年
に
群
さ
れ
た
。
こ
の
形
勢
ざ
凶
作
か
ら
の
危
難
て
の
瑛
境
の

う
ち
に
．
し
か
も
内
政
外
交
ど
も
に
開
聯
す
る
イ
タ
リ
ヤ
問
題
が
、
こ
れ
も
ま
た
不
慮
の
耐
難
の
如
く
に
、
殆
ん
ざ
解
決
し
難
き
プ
ィ
レ
ン

マ
さ
し
て
現
出
し
て
ゐ
た
。
し
か
も
叉
、
之
に
對
す
る
ギ
ゾ
オ
政
策
が
、
法
王
の
地
位
を
そ
の
時
代
の
意
義
、
竝
ぴ
に
イ
タ
リ
ヤ
の
政
治

壯
態
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
必
然
の
禅
路
を
見
出
さ
ん
返
し
つ
上
あ
っ
た
こ
Ｅ
、
そ
し
て
イ
ス
・
ハ
ニ
・
ャ
結
婚
問
題
の
系
統
を
繼
練
し
て
？

英
國
さ
の
對
抗
を
礎
し
つ
上
自
由
主
義
着
等
に
攻
盤
さ
れ
、
フ
ェ
ラ
ラ
占
擴
に
虚
し
て
、
對
法
王
の
態
度
を
不
明
確
に
し
つ
Ａ
、
保
守
主

義
新
の
非
難
へ
且
つ
同
時
に
自
由
主
義
薪
の
非
難
幸
ど
も
う
け
て
ゐ
た
こ
ぎ
今
ど
見
る
の
で
あ
る
。

。
ヘ
レ
グ
リ
ノ
・
ロ
ッ
シ
が
一
八
四
六
年
即
化
の
法
王
ピ
ウ
ス
九
世
の
椹
相
き
し
て
、
ギ
ゾ
オ
さ
合
作
し
た
の
が
ピ
ウ
ス
九
世
の
荊
期
的

１４

自
由
改
革
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
イ
タ
リ
ヤ
の
國
民
主
義
勃
興
に
對
庭
し
て
、
法
王
下
の
「
イ
タ
リ
ヤ
聯
邦
」
の
案
さ
な
り
、
後
年
の
ナ

・
諭
誰
史
畢
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代

め
の
ギ
ゾ
オ
政
府
の
方
策
の
み
が
、
政
治
道
徳
の
頽
匪
を
來
し
た
こ
さ
ご
、

し
て
ギ
ゾ
オ
が
そ
の
信
念
に
曲
っ
て
那
論
家
さ
し
て
経
飴
し
た
こ
さ
Ｌ
は
、

■
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
ｂ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
且
Ｐ
且
Ⅱ
■
■
Ⅱ
日
日
Ｆ
■
Ｂ
■

I
●

川
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因
果
の
關
係
に
作
す
る
も
の
ど
老
ふ
く
き
も
の
で
な
く
、

何
等
の
關
係
あ
る
も
の
ぎ
は
老
へ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
畔

1

､
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ノ

ポ
レ
オ
ン
三
世
の
羅
鳩
問
題
方
策
の
先
雌
ご
な
っ
た
。
ロ
ッ
シ
が
さ
き
に
佛
噛
内
學
院
の
經
濟
學
教
授
ざ
し
て
、
ギ
ゾ
オ
さ
親
し
か
っ
た

こ
さ
は
詔
ふ
ま
で
も
な
い
。
「
イ
タ
リ
ヤ
聯
邦
」
の
案
は
、
椛
力
が
こ
れ
を
破
壊
せ
ざ
る
限
り
、
｜
理
論
ざ
し
て
は
街
時
の
イ
タ
リ
ヤ
政
情

に
正
樹
で
あ
っ
た
こ
さ
は
、
何
人
も
疑
ひ
得
な
い
。
．

「
や
典
不
安
な
感
じ
で
懸
念
し
な
が
ら
外
務
卿
（
ギ
ゾ
オ
）
は
、
羅
馬
か
ら
來
る
報
告
（
ロ
ッ
シ
を
主
さ
す
る
法
王
國
の
）
を
誠
み
、

考
へ
覇
そ
し
て
批
判
し
た
。
法
王
の
寛
仁
な
方
策
は
、
彼
に
さ
っ
て
、
二
つ
の
曲
折
を
含
む
や
う
に
見
え
た
。
も
し
そ
れ
が
急
進
派
に
座

倒
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
大
き
な
革
命
が
起
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
若
し
そ
れ
が
國
民
統
一
の
大
運
動
の
う
ち
に
没
入
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
時
に
は
可
ピ
エ
モ
ン
ト
の
指
揮
の
下
で
獅
立
運
動
が
生
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
二
飯
の
耐
害
を
防
止
し
、
イ
タ
リ
ヤ
の
自
由
發
展
に

穂
雌
な
性
質
を
保
つ
こ
さ
が
、
ギ
ゾ
オ
が
思
嬢
し
て
ゐ
に
ざ
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
は
、
フ
ニ
ラ
ラ
占
擴
を
準
備
す
る
填
太
利
人
の
流
義
の

や
う
に
、
反
動
策
の
う
ち
に
投
す
る
こ
さ
も
許
さ
れ
・
ず
．
ま
た
、
佛
蘭
西
の
蕊
望
に
う
ち
勝
つ
希
離
を
以
っ
て
ミ
ン
ト
卿
を
イ
タ
リ
ヤ
に

送
り
、
雌
も
雌
謀
な
改
革
満
た
ち
を
煽
動
し
て
金
を
皇
く
こ
ざ
を
川
意
し
て
ゐ
る
パ
ル
マ
ー
ス
ト
ン
の
眞
似
も
で
き
な
い
。
ギ
ゾ
オ
は
二

回
に
亙
っ
て
彼
の
イ
タ
リ
ヤ
策
を
公
に
し
た
。
ま
づ
一
八
川
七
年
八
月
三
日
に
元
老
院
の
演
説
で
、
つ
い
で
そ
の
九
月
十
七
日
付
の
在
外

使
匝
へ
の
回
章
で
公
に
し
た
。
イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
彼
が
期
待
す
る
も
の
は
、
内
部
の
平
静
さ
、
各
邦
領
土
の
現
状
維
持
ざ
で
あ
る
。
同
時

に
、
各
邦
に
於
て
順
次
に
改
革
が
行
は
れ
る
べ
き
こ
さ
、
及
び
政
府
ご
人
民
這
の
協
力
が
生
す
べ
き
こ
ざ
で
あ
る
。
」
（
ド
・
ラ
。
、
谷
コ
ル
ス

５
．

前
掲
書
。
頁
三
八
六
）

術
稚
史
畢
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
時
代

可
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｜
り １

１1

1
、

『

諭
證
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
五
○

「
哲
學
な
し
の
事
迩
の
探
究
は
、
事
狂
な
し
の
哲
學
の
研
究
よ
り
は
過
り
が
多
い
」
ご
い
ふ
主
義
で
、
ジ
ャ
ン
・
シ
モ
ン
ド
・
ド
・
シ

ス
モ
ン
デ
ィ
が
典
の
航
る
浩
瀞
の
『
フ
ラ
ン
ス
國
災
史
』
を
、
ル
ゾ
オ
主
義
啓
蒙
思
想
に
立
っ
て
、
民
約
諭
の
章
法
に
倣
っ
て
将
い
て
ゐ

〆

た
の
は
、
一
八
一
二
年
か
ら
一
八
Ⅲ
川
年
に
互
ろ
二
十
餘
年
間
、
ま
さ
に
七
凡
王
幽
史
の
前
期
で
あ
る
。
こ
の
史
學
の
傾
向
は
諭
併
時
に

６Ｊく

於
て
唾
倒
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
エ
ド
ア
ル
ド
・
フ
ュ
タ
ア
『
近
世
修
史
學
史
。
』
頁
川
一
川
）
。
ル
ソ
オ
主
義
啓
蒙
思
想
史
家
に
限
ら
ず
、

諭
誰
が
史
學
の
戒
要
唾
偲
務
で
あ
っ
た
の
は
糊
時
で
あ
る
．
文
學
の
大
勢
、
言
論
の
風
潮
、
一
般
に
照
し
て
さ
も
あ
る
べ
き
こ
さ
で
あ
る
．

一
八
二
○
年
乃
至
川
八
年
の
言
論
文
筆
の
雌
も
活
溌
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
多
く
の
文
學
粁
史
畢
薪
が
詞
一
砿
の
文
化
通
勤
の
圏
内
に

存
在
し
た
。
彼
等
が
嚴
旺
批
判
を
標
示
す
る
諦
極
の
自
由
主
義
刊
行
物
（
サ
ン
ス
ュ
ル
・
ユ
ウ
ロ
。
ヘ
エ
ン
、
ク
ウ
リ
エ
・
Ｚ
フ
ン
増
コ

ン
ス
テ
ィ
ー
ｚ
、
ン
ヨ
ネ
ル
、
ナ
、
ン
旬
ナ
ル
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
セ
ル
）
を
通
じ
て
、
政
治
的
文
化
運
動
に
關
係
し
た
こ
さ
は
多
大
で
あ

る
。
歴
史
家
は
、
歴
史
眞
蛮
の
探
究
諭
誰
を
以
っ
て
史
學
に
貢
献
し
化
を
同
時
に
、
政
治
意
見
の
歴
史
的
根
擦
を
説
明
し
婿
一
八
三
川

年
の
オ
ウ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
一
プ
ィ
エ
リ
『
歴
史
研
究
十
年
』
の
如
き
好
き
例
で
あ
る
。
歴
史
的
根
擴
を
以
っ
て
、
叉
そ
の
糀
徴
な
老
誰
に
立
っ

て
、
政
治
及
献
會
に
開
す
る
意
見
を
披
露
し
論
論
す
る
の
で
あ
る
。
「
文
學
に
於
け
る
如
く
、
政
治
は
史
學
の
上
に
必
然
的
に
そ
の
統
帥
、

思
想
を
野
生
さ
せ
た
。
一
面
に
於
て
興
趣
を
描
嬬
さ
の
愛
好
、
他
面
に
於
て
現
在
に
對
す
る
過
去
の
教
示
を
發
見
す
る
こ
ざ
で
あ
る
。
こ

の
状
態
か
ら
、
復
興
王
朝
の
歴
史
家
の
七
受
入
を
生
じ
、
そ
の
業
絞
の
追
憶
に
於
て
、
今
日
の
吾
等
が
尚
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
ル
ィ

７

．
ア
ル
フ
ァ
ン
『
佛
耐
西
史
學
百
年
。
』
頁
二
七
）
・

保
守
主
義
的
諭
誰
に
フ
｜
ラ
ン
ゾ
ア
・
モ
ン
ロ
ジ
エ
伯
あ
り
、
こ
れ
に
對
し
て
、
ガ
プ
リ
ェ
ル
・
マ
ブ
リ
イ
の
『
フ
ラ
ン
ス
史
考
察
』
に

於
け
る
第
三
級
此
諭
を
繼
承
し
て
、
テ
ィ
エ
リ
あ
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ギ
ゾ
オ
が
あ
る
．
「
熱
情
あ
り
て
常
に
若
く
、
や
Ｌ
稚
純
な
が

I
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ら
活
莱
に
浦
ち
、
感
情
を
重
ん
じ
、
感
激
し
土
長
移
り
氣
」
で
あ
つ
迄
プ
ィ
エ
リ
に
對
し
、
「
冷
靜
に
し
て
秩
序
あ
り
、
不
屈
携
の
意
志
固

く
、
比
麺
な
き
理
論
的
な
努
力
家
で
あ
り
、
悉
く
推
論
的
に
し
て
、
夙
に
青
年
時
代
よ
り
理
論
家
で
あ
っ
た
」
の
は
ギ
ゾ
オ
で
あ
る
。

８

（
カ
ミ
ュ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
佛
蘭
門
史
家
文
粋
序
説
・
』
瓦
一
五
）

●

こ
の
「
冷
靜
に
し
て
意
志
間
く
理
論
家
」
で
あ
る
ギ
ゾ
オ
は
、
ま
さ
に
禰
時
の
論
読
史
學
新
の
中
心
で
あ
る
。
所
訓
偉
〕
罠
伽
８
胃
胃
画
‐

ロ
名
。
は
彼
の
周
邊
に
於
て
、
多
く
の
雁
史
家
を
川
し
た
。
一
面
に
テ
ィ
エ
リ
が
『
ジ
ャ
ッ
ク
・
ボ
ン
ノ
ン
ム
の
変
録
』
、
『
ノ
ル
マ
ン
の
英

國
征
服
史
』
を
州
し
て
、
文
献
の
奪
販
叙
述
の
洗
練
を
誘
導
し
つ
上
あ
る
間
、
一
八
二
○
年
を
機
ざ
し
、
。
ヘ
リ
侯
晤
殺
事
件
に
關
聯
し
た

政
治
意
見
の
對
立
を
以
っ
て
、
諭
誰
史
學
の
勢
は
浩
堂
こ
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

ギ
ゾ
オ
は
ソ
ル
ボ
ン
大
學
に
於
て
、
ラ
ク
ル
テ
ル
の
保
守
的
王
朝
的
な
史
論
に
反
對
し
、
教
授
を
僻
し
た
後
、
殊
に
『
佛
剛
西
史
論
』

（
一
八
二
五
年
）
に
於
て
庶
災
の
椛
利
を
諭
證
し
主
張
し
、
こ
れ
に
先
だ
ち
『
復
蕪
以
後
の
佛
蘭
両
政
治
』
，
ま
た
こ
れ
に
後
れ
て
『
英

國
革
命
に
開
す
る
備
忘
録
』
（
一
八
二
七
年
）
に
於
て
、
マ
ブ
リ
イ
の
論
を
肌
述
し
ゞ
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
史
學
の
經
雌
術
に
反
對
し
て
，

所
調
「
抽
象
家
」
た
る
耐
、
を
發
押
し
て
ゐ
に
。
マ
プ
リ
ィ
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
反
對
し
た
の
は
、
歴
史
事
変
に
於
け
る
理
念
の
慨
仙
の
主
張

で
あ
っ
た
が
、
ギ
ゾ
オ
も
同
様
で
あ
る
。
一
プ
ィ
ェ
リ
が
岸
・
呂
目
ｏ
ｐ
－
さ
孵
し
、
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ミ
ネ
が
同
様
に
呼
ん
だ
も
の
は
、
ギ
ゾ
オ

に
於
て
一
膳
に
哲
學
的
に
、
抽
象
的
に
、
心
理
的
史
因
ざ
し
て
老
へ
ら
れ
る
。
こ
の
「
哲
學
す
る
」
一
」
さ
の
傾
向
は
諭
誰
史
學
の
性
格
で

あ
り
、
そ
こ
に
先
聡
諭
を
生
じ
、
橋
命
諭
む
し
ろ
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
を
生
じ
、
歴
史
發
鵬
の
必
然
性
の
考
察
も
生
ず
る
。

ギ
ゾ
オ
の
盟
友
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ウ
ザ
ン
が
、
所
訓
ジ
ェ
ル
マ
ニ
ス
ト
さ
し
て
、
前
代
の
史
家
マ
プ
リ
イ
の
ジ
ェ
ル
マ
ニ
ス
ト

た
る
に
比
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
猫
逃
の
邪
念
報
學
に
大
に
學
ぷ
ご
こ
ろ
め
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
折
衷
哲
學
ざ
は
言
ひ
な
が
ら
、
ク
ウ
ザ

諭
證
史
皐
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
時
代
五
一
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1、

諭
稚
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
今
ソ
オ
雌
代
、
五
二

ン
の
『
打
撃
的
断
想
録
』
（
一
八
二
六
年
）
は
、
歴
史
を
明
確
に
定
義
し
て
ｏ
ｏ
冨
の
切
乱
の
の
９
ｍ
。
富
津
芭
云
ふ
く
き
も
の
を
し
、
理
念
の
累

進
を
説
く
こ
さ
砿
に
カ
ン
ト
亜
流
諸
哲
人
ざ
異
な
ら
な
い
。
理
念
論
に
曲
る
猫
逃
史
家
ツ
ェ
ラ
ア
、
。
ハ
ウ
ル
、
ラ
ウ
マ
ア
を
側
列
に
立
つ

ギ
ゾ
オ
は
、
ク
ウ
ザ
ン
哲
學
の
多
大
な
影
響
下
に
在
っ
た
。
歴
史
は
理
念
累
進
の
系
路
で
あ
る
。
三
段
階
を
以
っ
て
人
狐
の
自
山
自
昂
が

發
展
す
る
。
蛮
誰
哲
學
の
言
ふ
雄
三
期
は
、
ま
さ
に
現
在
に
到
逹
し
て
ゐ
る
。
道
装
世
界
へ
向
っ
て
、
文
化
は
歴
史
化
し
て
行
く
。
§
そ
し

て
現
象
の
閃
果
州
係
的
發
展
に
は
、
ｚ
ｏ
２
①
且
瞳
§
味
が
動
か
し
得
な
い
。
ギ
ゾ
オ
も
亦
ジ
ェ
ル
マ
’
一
ス
ト
た
る
を
兎
か
れ
な
い
。

別

シ
ャ
ト
オ
ブ
リ
ア
ン
は
そ
の
『
史
的
研
究
』
の
う
ち
に
於
て
、
諭
誰
史
學
粁
を
「
フ
ァ
タ
リ
ス
ト
派
」
の
名
を
以
っ
て
呼
ん
だ
。
諭
證
史

學
は
、
哲
梁
殊
に
政
治
祇
會
に
開
す
る
哲
學
さ
、
文
學
ど
の
境
界
を
行
く
如
さ
も
の
で
あ
る
。
哲
學
は
狐
逸
の
理
念
論
に
擦
り
、
人
文
の

一

窮
極
を
逝
韮
仙
界
へ
向
っ
て
理
念
に
曲
る
累
進
の
鮎
に
笹
く
。
そ
し
て
そ
の
必
然
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
、
ヌ
ァ
タ
リ
ス
ム
さ
な
る
。
丈

蕊
は
浪
漫
主
義
を
繼
承
し
、
ロ
カ
ル
な
裳
に
庶
民
的
な
傅
統
の
追
憶
、
及
び
そ
の
雰
困
氣
の
研
究
に
曲
っ
て
、
過
去
事
跿
を
想
起
す
る
こ

ざ
か
ら
史
學
に
獄
さ
れ
る
。
・

歴
史
の
發
展
は
日
里
胃
⑦
扁
で
あ
り
』
閏
切
昌
の
旨
唱
名
⑦
で
あ
る
。
フ
ァ
タ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
ミ
ネ
は
そ
の
『
佛
蘭
西
革
命
史
』
の

う
ち
に
曰
く
「
若
し
一
た
び
改
革
が
艮
８
“
“
島
①
さ
な
り
來
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
の
完
成
の
時
期
が
到
來
す
る
な
ら
ば
、
何
も
の
も

こ
れ
を
拒
む
こ
芭
能
は
ず
、
總
て
は
そ
の
た
め
に
通
虚
す
る
」
さ
。
彼
に
從
へ
ぱ
、
恐
怖
政
治
も
、
那
翁
猫
裁
も
、
佃
職
此
法
も
、
拷
凡

て
必
然
で
あ
り
、
革
命
は
精
祁
の
解
放
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
．
同
様
の
槻
察
迩
ギ
ゾ
オ
の
群
作
し
界
も
七
月
王
國
崩
壊
の
後
、
所
訓

ギ
ゾ
オ
時
代
の
後
の
等
作
、
『
佛
脇
商
議
愈
史
』
（
一
八
六
三
年
）
に
も
、
王
椛
の
仲
張
さ
民
意
・
尊
亜
さ
の
因
果
關
係
に
、
必
然
的
な
る
發

展
の
上
の
諭
證
が
読
ま
れ
る
。
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一
代
の
名
著
『
佛
蘭
西
文
明
史
』
（
一
八
二
九
年
）
及
び
阿
時
の
『
欧
洲
文
明
史
』
二
八
二
八
年
）
は
、
「
理
念
諭
猫
逸
諸
史
家
の
も
の

２Ｃ

に
比
し
て
著
し
く
現
竃
的
で
あ
る
」
さ
は
詔
へ
（
フ
ュ
タ
ア
前
掲
書
。
頁
五
○
七
）
、
そ
の
特
色
は
、
一
歴
史
事
変
に
却
念
を
發
見
し
、
一
文

献
に
心
情
を
發
見
し
、
一
語
句
に
思
想
主
義
を
發
見
す
る
諭
誰
で
あ
る
。
そ
の
諭
誰
が
現
在
に
對
す
る
論
誰
か
ら
一
歩
を
進
め
て
、
歴
史

發
展
の
上
に
理
念
の
累
進
を
認
め
、
こ
れ
に
包
括
さ
れ
た
る
歴
史
の
本
蹴
が
、
必
然
性
を
悶
果
の
關
係
に
も
つ
こ
さ
、
そ
し
て
有
る
可
き

こ
さ
、
行
く
可
き
こ
さ
の
必
要
が
、
先
駿
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
さ
の
諭
誰
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
っ
て
見
れ
ば
事
物
の
進
展
は
、
有
る
可
く

行
く
可
し
さ
定
め
ら
れ
る
先
嶮
的
思
惟
に
曲
っ
て
、
必
然
の
經
路
に
立
た
し
め
ら
る
べ
さ
も
の
で
あ
る
。
ギ
ゾ
オ
が
冷
靜
な
る
推
論
を
以

っ
て
の
理
論
家
た
る
ざ
こ
ろ
は
、
こ
典
に
あ
る
。
之
を
現
蛮
の
政
治
に
對
雁
す
る
場
合
、
そ
れ
は
無
感
晃
さ
も
な
り
、
無
爲
さ
も
な
り
、

或
は
過
小
脱
す
る
樂
天
氣
残
さ
も
な
っ
て
評
慨
さ
れ
る
．

「
迩
義
祉
界
に
存
す
る
も
の
は
、
恰
か
も
天
慨
の
系
髄
に
存
す
る
が
如
く
”
そ
の
理
法
ざ
そ
の
行
動
さ
で
あ
る
。
」
ざ
、
彼
は
そ
の
『
佛

り
』
ｎ
．

蘭
閥
喫
評
諭
』
（
一
八
二
三
年
）
の
は
じ
め
に
記
し
て
ゐ
る
。
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
ざ
は
、
こ
の
歴
史
的
定
命
読
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
現
象
は
必

然
的
連
繋
を
以
っ
て
、
不
断
の
生
起
生
成
を
な
し
つ
上
、
過
去
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
將
來
を
包
含
す
る
。
史
上
の
人
格
な
り
事
象
な
り
、

佃
性
的
の
も
の
、
杵
遜
的
の
も
の
、
凡
て
は
そ
れ
を
支
配
す
る
厭
大
無
並
の
系
流
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
、
喚
起
さ
れ
、
生
成
し
鯛
減
す
る
。

論
理
的
繼
絞
〃
以
っ
て
必
然
的
裡
路
が
發
展
す
る
。
何
も
の
も
こ
の
歴
史
的
定
命
の
外
に
は
存
在
し
な
い
。

七
月
革
命
時
、
ギ
ゾ
オ
が
端
ん
ざ
そ
の
從
來
の
政
論
上
の
活
動
を
止
め
予
靜
槻
を
つ
づ
け
る
態
度
に
川
で
た
こ
ざ
、
革
命
そ
の
こ
さ
に

・
論
誰
史
學
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
五
三
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、

諭
誰
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
五
川

は
開
係
を
も
ち
な
が
ら
、
巴
里
群
衆
の
暴
動
及
び
そ
れ
か
ら
生
じ
に
政
論
事
件
、
た
ご
へ
ぱ
、
市
脳
露
姦
上
の
ル
ィ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
さ
市
比

軍
及
群
衆
指
導
新
さ
の
對
而
、
延
い
て
群
衆
の
湫
呼
の
如
言
を
、
恰
も
節
三
新
の
如
く
に
速
く
覗
仁
」
ざ
、
叉
七
川
部
剛
政
府
の
設
立
に

備
り
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
。
フ
の
「
國
民
王
」
た
る
を
認
め
て
、
そ
の
政
論
に
琴
典
し
た
こ
さ
な
ぎ
は
、
彼
が
そ
の
一
郡
の
鍵
節
さ
も
云
ふ
可

き
態
度
と
不
し
た
も
の
で
あ
る
ご
さ
れ
、
同
様
に
、
ギ
ゾ
オ
時
代
に
於
け
る
政
論
が
萎
微
ざ
無
能
さ
に
経
っ
た
も
の
で
あ
る
さ
し
て
、
老

へ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

然
し
、
こ
の
こ
さ
は
偶
凌
以
っ
て
、
却
っ
て
ギ
ゾ
オ
が
所
訓
理
論
家
ざ
し
て
終
始
し
た
こ
き
、
随
っ
て
、
決
し
て
そ
の
や
う
な
意
義
に

″

於
て
ギ
ゾ
オ
時
代
の
政
治
に
援
川
し
て
、
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
昌
さ
を
示
す
。

七
川
革
命
の
合
法
的
意
義
は
、
彼
に
ご
り
て
立
憲
王
朝
の
必
然
の
改
革
ざ
し
て
、
う
け
入
れ
ら
れ
光
も
の
琶
思
は
れ
る
。
新
憲
法
を
宜

奔
す
る
こ
さ
に
由
っ
て
、
必
然
に
佛
剛
西
國
比
の
王
位
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
家
に
與
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ざ
、
彼
は
老
へ
た
ざ
恩
は
れ
る
。

革
命
の
擾
飢
は
、
勿
論
政
治
的
無
知
識
無
經
験
な
る
群
衆
に
、
政
桃
李
笹
獅
す
も
の
さ
し
て
利
別
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
合
法
的
な
改
革
の

意
義
は
、
國
民
の
總
意
を
代
表
す
・
べ
く
組
織
付
け
ら
れ
た
る
議
會
が
政
椛
を
得
る
こ
さ
で
あ
る
。
彼
が
『
英
國
革
命
呪
に
淵
す
る
備
忘
録
』

二
八
二
七
年
）
の
う
ち
に
論
じ
た
の
は
論
こ
の
意
に
於
て
の
革
命
の
合
法
的
意
義
で
あ
る
。

「
ギ
ゾ
オ
は
革
命
に
於
け
る
合
法
性
を
維
持
す
る
こ
ざ
に
熱
誠
で
あ
る
。
唯
一
の
合
法
的
椛
威
さ
し
て
残
さ
れ
た
る
代
議
員
の
掌
中
に
、

今
や
群
衆
の
手
中
に
渦
ｂ
落
ち
ん
ざ
す
る
椛
力
を
保
有
す
る
こ
さ
に
熱
誠
で
あ
る
。
彼
は
法
規
か
ら
離
れ
ま
い
ざ
努
力
す
る
。
事
蛮
は
法

規
を
作
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
復
興
王
朝
の
代
議
員
さ
し
て
三
色
旗
を
掲
げ
る
こ
、
と
を
好
ま
な
い
。
彼
は
王
帆
の
議
會
が
椛

限
を
逸
脱
し
て
王
を
選
定
し
、
ま
た
一
憲
法
ざ
取
換
〈
に
王
冠
を
呈
す
る
如
き
解
繰
を
好
ま
な
い
。
彼
は
ま
た
元
老
院
議
員
か
ら
、
そ
の

’
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H

1

、

身
分
癖
位
に
曲
っ
て
の
批
襲
の
養
産
を
、
没
收
す
る
こ
Ｅ
を
否
定
す
る
。
彼
は
革
命
に
由
っ
て
新
に
一
公
樅
が
始
ま
っ
た
ざ
は
感
じ
な
い
・

彼
の
法
律
家
ざ
し
て
の
餐
質
が
、
そ
れ
に
反
對
す
る
。
そ
の
上
、
奮
來
の
椛
利
が
忽
ち
に
し
て
停
止
し
た
さ
し
た
ざ
こ
ろ
で
、
何
虚
か
ら

新
し
い
そ
れ
が
川
發
す
る
の
か
。
そ
れ
ざ
も
、
彼
の
眼
前
に
今
や
忽
然
さ
し
て
類
は
れ
た
る
民
衆
の
統
流
椎
、
そ
れ
は
彼
が
未
曾
て
（
理

論
的
に
）
承
認
す
る
こ
さ
な
か
っ
た
此
衆
の
統
治
樅
な
る
も
の
か
ら
、
州
發
す
る
の
か
。
否
、
彼
は
恐
怖
を
斑
え
る
。
革
命
の
閃
光
の
下

型

に
、
自
山
主
義
の
ギ
ゾ
オ
は
、
保
守
主
義
蒜
の
や
う
に
現
は
れ
る
。
」
（
シ
ャ
ル
ル
ｐ
プ
ウ
タ
ス
『
復
蕉
王
朝
Ⅲ
の
ギ
ゾ
オ
・
』
頁
四
七
三
’

四
七
四
）

或
は
自
由
主
義
か
ら
保
守
主
義
へ
鍵
節
し
て
、
椛
勢
に
伏
し
た
人
琶
見
え
に
ギ
尋
ソ
オ
は
、
却
っ
て
震
は
、
革
命
の
合
法
的
意
義
に
忠
寅

な
理
論
家
ざ
し
て
一
賀
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
必
然
に
來
る
べ
さ
又
行
く
べ
き
蔀
象
の
一
發
展
の
信
念
を
、
理
論
的
に
持
し
て
、
そ
の
理
論

に
忠
変
な
る
服
從
を
つ
営
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
原
理
の
形
態
に
組
織
付
け
た
る
一
の
シ
ス
テ
ム
を
、
ギ
ゾ
オ
は
う
ち
建
て
嬉
彼
は
そ
の
思
想
を
合
理
の
批
判
の
下
に
從
へ
、
こ
れ

を
単
に
事
変
の
證
明
に
曲
る
の
み
で
な
く
、
論
理
の
論
明
に
川
つ
婿
抽
象
は
、
彼
の
政
論
思
想
の
う
ち
に
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
現
寅
行

動
の
人
が
眼
前
に
す
る
經
雌
な
る
も
の
は
、
被
れ
即
ち
歴
史
家
が
過
去
に
探
究
す
る
ざ
こ
ろ
の
經
験
さ
．
對
雌
さ
れ
る
．
こ
れ
に
關
係
な

し
に
、
彼
の
シ
屋
テ
ム
は
篦
に
蕊
か
ら
迷
ざ
か
っ
て
翁
だ
。
元
維
の
鷲
の
鴬
か
ら
川
發
し
だ
旭
想
は
、
今
や
「
磯
に
根

２５

蝶
す
る
」
こ
ざ
か
ら
、
一
の
抽
象
的
な
反
理
さ
し
て
成
立
し
た
。
」
（
、
ン
ヤ
ル
ル
・
プ
ウ
タ
ス
前
掲
書
。
頁
川
七
六
）

一
八
二
○
年
を
機
さ
し
て
、
テ
ィ
エ
リ
の
史
學
が
文
献
學
的
傾
向
を
次
節
に
大
き
く
す
る
の
に
對
し
て
、
ギ
ゾ
オ
の
史
學
及
び
こ
れ
を

主
さ
す
る
術
謙
史
學
が
、
政
治
批
判
の
側
向
を
次
輔
に
大
き
く
し
た
こ
こ
に
就
い
て
は
・
前
節
に
大
略
を
記
し
婿
こ
の
史
的
諭
誰
は
、

論
證
史
準
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
五
五

’
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諭
證
史
學
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
五
六

今
ヘ
リ
侯
陪
殺
事
件
以
後
の
反
動
、
こ
さ
に
ヴ
ィ
レ
ル
首
祁
の
保
守
政
治
に
對
す
る
も
の
で
あ
つ
龍
こ
と
は
詔
ふ
ま
で
も
な
い
。
ギ
ゾ
オ
に

限
っ
て
見
る
時
は
、
彼
の
そ
の
以
前
の
自
‐
川
主
義
主
張
が
、
こ
の
時
に
於
て
反
動
政
治
に
對
す
る
灼
熱
的
な
興
悲
を
な
し
た
も
の
で
あ
つ

嬉
彼
の
史
學
の
上
の
雄
大
な
そ
し
て
蚊
重
要
な
韮
錐
池
は
、
壷
に
こ
の
時
期
の
前
後
に
亙
っ
て
ゐ
る
。

論
誰
豊
に
於
け
る
柵
爵
衾
柳
の
導
入
は
、
熟
の
礁
里
の
必
然
性
の
認
識
で
鋤
，
、
こ
れ
に
由
っ
て
因
関
係
に
系
流
す
る

歴
史
を
槻
察
し
て
、
理
論
直
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
夙
に
こ
れ
に
先
だ
ち
て
、
祁
意
の
擴
充
を
論
ず
る
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
が
、

ボ
ッ
、
ン
ユ
エ
に
於
て
目
ｍ
ｏ
目
い
の
浄
旨
：
さ
さ
れ
、
こ
れ
に
對
す
る
自
然
論
に
於
け
る
も
の
に
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
風
の
。
旨
が
あ
・
り
、
チ
ュ
ル

や
コ
オ
の
胃
○
陶
解
も
亦
こ
れ
に
類
す
る
。
ミ
ネ
、
ミ
シ
ュ
レ
、
テ
ィ
ェ
ル
の
一
八
二
○
年
代
三
○
年
代
業
統
に
、
等
し
え
こ
れ
を
見
る
時

に
、
ギ
ゾ
オ
が
こ
れ
ら
史
家
ざ
等
し
く
政
論
肺
會
的
諭
證
を
史
學
に
曲
っ
た
も
の
は
、
「
理
性
に
根
擴
ず
る
」
抽
象
的
な
眞
理
な
る
も
の

を
、
既
に
ド
カ
ア
ズ
政
治
の
上
に
及
ぼ
し
て
ゐ
た
こ
ざ
で
あ
る
。

ヴ
ィ
レ
ル
の
反
動
政
治
に
反
對
し
た
彼
は
、
ド
カ
ア
ズ
政
治
の
一
膳
の
改
革
が
あ
る
べ
き
も
の
に
對
し
て
、
非
難
を
加
へ
て
ゐ
に
。
有
る

べ
き
こ
さ
、
行
く
べ
き
こ
ざ
の
偏
念
の
．
披
瀝
で
あ
り
、
理
論
家
ざ
し
て
の
、
歴
史
發
展
に
於
け
る
必
然
性
、
そ
し
て
佛
附
西
史
學
に
於
け

る
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
に
對
す
る
、
眞
理
の
奪
奉
で
あ
る
。

「
白
色
恐
怖
」
は
蜜
に
復
醤
王
朝
の
は
じ
め
の
、
驚
く
・
べ
き
政
論
の
鍵
態
で
あ
つ
だ
ウ
ル
ト
ラ
の
狂
暴
な
一
極
の
撫
秩
序
な
革
命
報

復
の
手
段
で
の
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ア
ヴ
ィ
’
一
ヨ
ン
、
モ
ン
。
ヘ
リ
エ
地
方
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
派
の
殺
教
は
．
ウ
ル
ト
ラ
に
煽
動
さ
れ
た
る
無
智

群
衆
の
無
我
無
中
の
畢
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
鎭
定
は
軍
隊
の
秩
序
維
持
で
で
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
ル
イ
十
八
世
が
「
稀
有
議
會
」

さ
呼
ん
だ
も
の
が
殆
ん
ざ
ウ
ル
ト
ラ
に
曲
っ
て
占
め
ら
れ
、
特
別
峠
の
制
定
を
以
っ
て
、
公
然
ざ
官
定
の
白
色
恐
怖
が
行
は
れ
る
に
至
っ

’
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て
は
、
ラ
・
ベ
ド
ワ
イ
エ
ル
將
軍
、
ネ
イ
將
軍
の
銃
殺
を
は
じ
め
、
死
刑
の
も
の
多
数
、
狂
氣
の
や
う
な
ウ
ル
ト
ラ
ご
そ
の
手
先
き
ざ
は
、

あ
ら
ゆ
る
反
フ
ル
ボ
ン
王
朝
の
も
の
を
、
僅
か
の
緒
に
，
川
っ
て
罪
に
鹿
し
て
、
こ
れ
を
全
く
根
絶
や
さ
ん
亡
す
る
こ
ざ
、
か
の
大
革
命
時

の
恐
怖
政
治
に
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
秩
序
は
〃
流
石
に
そ
の
逸
脱
を
知
っ
た
王
が
、
ウ
ル
ト
ラ
の
議
會
を
解
散
し
た
こ
さ
に

由
っ
て
、
辛
う
じ
て
秩
序
に
復
窪
す
る
こ
こ
を
得
た
も
の
で
あ
つ
婿

ウ
ル
ト
ラ
に
反
對
す
る
澗
立
難
及
び
立
窓
無
の
う
ち
，
ギ
ゾ
オ
は
ロ
ワ
イ
ェ
・
コ
ラ
子
ル
さ
さ
も
に
立
悲
蕪
の
主
た
る
人
で
あ
る
。
ウ

ル
ト
ラ
反
對
は
ウ
ル
ト
ラ
ざ
ジ
ュ
ス
ュ
イ
ト
ざ
を
布
し
て
ゐ
た
が
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
ざ
エ
ド
ガ
・
キ
ネ
さ
の
ア
ン
チ
ジ
ェ
ス
ュ
ィ
ト
論
は
、

ま
さ
に
こ
の
ウ
ル
ト
ラ
反
對
の
ギ
ゾ
オ
の
立
憲
蕪
の
政
論
論
を
繼
水
す
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ワ
ィ
ェ
・
コ
ラ
ァ
ル
は
そ
の
ゾ
ル
ポ
ン
講
義

の
後
繼
さ
し
て
ギ
ゾ
オ
の
盟
友
た
る
ク
ウ
ザ
ン
を
も
つ
人
で
の
る
。

『
復
穫
以
来
の
佛
關
西
政
治
』
に
於
て
、
こ
の
術
時
ギ
ゾ
オ
が
主
張
し
た
も
の
は
、
有
る
べ
く
行
く
べ
き
佛
附
内
政
治
の
理
論
で
あ
る
。

ド
カ
ァ
ス
政
治
に
對
し
て
批
判
し
た
こ
の
小
苓
の
う
ち
の
循
念
は
、
、
色
恐
怖
の
ウ
ル
ト
ラ
批
判
以
來
の
も
の
で
あ
る
。
ド
ヵ
ァ
ス
政
治
が

選
禦
法
の
改
革
に
於
て
連
記
投
袈
ど
採
決
し
、
一
耐
新
聞
法
に
自
山
を
認
め
ざ
る
冊
に
、
渦
立
難
員
の
琳
加
，
グ
レ
ゴ
ワ
ル
の
選
出
が
生

じ
て
、
・
危
恨
の
餘
り
、
連
記
投
票
を
停
止
し
て
凧
投
票
に
改
め
ん
ご
し
、
或
は
二
飯
投
票
制
に
老
及
ん
で
ゐ
た
時
、
ギ
ゾ
オ
は
か
の
小
著

に
於
て
、
「
選
學
蚕
格
新
の
平
等
樅
に
對
す
る
細
て
の
愛
改
に
對
す
る
蕎
定
ご
拒
絶
、
」
及
び
、
「
か
上
る
鍵
改
が
反
革
命
の
兆
候
た
る
誰①２

明
．
竝
に
そ
れ
が
正
呼
Ｎ
な
る
憲
政
改
善
の
阻
害
た
る
所
以
」
を
、
歴
史
的
陵
仙
證
し
て
ゐ
た
。
（
ギ
ゾ
オ
『
復
醤
以
来
の
佛
剛
西
政
治
・
』

頁
號
不
詳
）

・
ヘ
リ
侯
暗
殺
事
件
枠
艸
時
、
祉
を
あ
げ
て
政
治
結
肺
に
對
す
る
非
雌
、
シ
ャ
ル
ボ
ン
ヌ
リ
そ
の
他
泓
密
削
に
對
す
る
恐
怖
．
左
難
さ
へ
も

論
誰
史
學
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
・
ソ
オ
昨
代
五
仁
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〃

諭
稚
史
鯉
、
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代
ゞ
五
八

動
擶
し
て
、
政
府
が
一
畢
に
不
安
を
斐
除
す
る
方
針
を
さ
ら
ん
さ
し
て
ゐ
た
そ
の
典
稚
皿
の
時
に
於
て
さ
へ
や
ギ
ゾ
オ
は
政
略
ご
司
法
ど
の

厳
然
た
る
べ
き
分
界
を
論
じ
て
、
理
論
家
さ
し
て
の
耐
ｎ
を
、
依
然
さ
し
て
發
郊
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
ギ
ゾ
オ
『
陰
謀
ご
政
治
服
誰

に
就
い
て
。
』
一
八
一
二
年
）

ヴ
ィ
レ
ル
政
治
ご
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
政
治
ざ
の
間
論
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
の
自
山
・
王
義
再
典
の
時
に
於
て
も
、
ギ
ゾ
オ
の
郵
諭
家
た
る
鮎
は
愛
化

し
な
か
っ
た
。
左
右
雨
派
の
間
に
困
難
な
地
位
を
保
っ
て
ゐ
た
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
が
、
所
調
、
「
予
は
父
を
愛
す
』
処
の
川
を
．
ま
た
予
は
母
．

を
愛
す
革
命
を
」
さ
い
ふ
評
語
を
う
け
な
が
ら
、
次
鋪
に
自
曲
政
論
の
回
復
を
志
し
．
ヴ
ィ
レ
ル
非
難
を
以
っ
て
職
を
苑
ぜ
ら
れ
た
ギ
ゾ

、
ォ
を
ソ
ル
ポ
ン
に
復
蹄
さ
せ
た
こ
ざ
は
、
彼
這
ギ
ゾ
オ
及
び
ギ
ゾ
オ
の
政
論
王
張
さ
の
關
聯
を
恩
は
し
め
る
。
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
が
教
會
の

國
民
教
育
施
設
上
の
椛
限
を
縮
小
し
、
教
命
叫
符
理
の
中
等
教
一
Ｍ
機
開
を
制
限
し
、
更
に
ジ
ェ
ス
ュ
イ
ト
教
削
に
制
嘩
を
加
へ
た
こ
ご
な
ぎ
は
．

悉
く
ギ
ゾ
オ
の
、
王
張
に
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
マ
ル
チ
ニ
ャ
ッ
ク
政
治
の
崩
壊
の
剛
を
な
し
た
地
方
行
政
改
革
案
は
．
元
来
ギ
ゾ
オ

が
年
来
、
そ
れ
が
代
議
員
選
出
の
上
に
多
く
の
影
禅
あ
る
こ
さ
を
以
っ
て
，
改
革
の
必
要
を
老
へ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
婿

斯
く
て
復
奮
王
朝
の
問
題
の
年
間
、
一
八
二
○
年
以
後
七
川
革
命
に
至
る
Ⅲ
、
ギ
ゾ
オ
は
理
論
家
ざ
し
て
維
始
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

野
に
在
る
人
さ
調
へ
、
廟
堂
に
在
る
人
さ
細
へ
、
彼
の
こ
の
本
来
の
政
治
槻
が
忽
ち
に
し
て
一
愛
す
る
も
の
さ
ば
忠
は
れ
な
い
。
。
一
八
四

○
年
に
先
だ
つ
＋
佃
年
の
間
に
、
彼
が
多
く
の
現
繊
の
經
駿
を
得
た
こ
こ
も
亦
、
諭
論
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
の
業
統
に
雌
じ
見
て
，
。
根

深
き
そ
の
理
論
の
上
に
頴
著
な
動
揺
を
典
へ
だ
も
の
ど
は
恩
は
れ
な
い
。

「
こ
の
九
年
間
は
（
即
ち
七
川
革
命
前
の
期
一
八
二
○
年
來
を
訓
ふ
）
、
ギ
ゾ
オ
に
彼
れ
特
有
の
風
格
を
輿
へ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

、
し
で
は
彼
は
、
彼
の
如
く
歴
史
家
で
あ
り
彼
の
如
く
群
論
家
で
あ
る
こ
さ
に
於
て
、
氣
性
の
反
對
な
軸
の
考
慮
を
除
く
な
ら
ば
、
ま
さ
に

ｌ

１
１
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一
の
他
の
テ
ィ
エ
ル
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
政
治
家
た
り
蹴
派
人
た
る
こ
ざ
か
ら
、
彼
の
風
椿
は
哲
學
軒
に
る
こ
ご
Ｌ
な
っ
た
。

諾
事
象
に
指
導
さ
れ
た
生
代
に
人
さ
煽
り
、
彼
自
身
一
八
一
川
年
乃
至
一
八
二
○
年
の
欣
勢
の
思
慮
を
收
一
堂
し
て
、
ギ
ゾ
オ
は
れ
を
理
論

の
上
に
保
持
す
る
こ
ざ
に
力
め
、
理
性
付
け
ら
れ
た
理
想
に
基
準
し
た
政
治
界
今
超
う
ち
建
て
る
こ
こ
に
志
し
、
事
悔
を
・
ン
ス
テ
ム
に
尚
め

る
こ
さ
を
念
じ
埠
彼
の
僚
友
の
う
ち
で
、
彼
の
み
が
蜜
は
、
一
の
原
理
に
立
っ
て
碓
理
論
者
た
る
名
を
は
づ
か
し
め
ぬ
人
で
あ
る
。
ロ

ワ
イ
エ
。
コ
ラ
ァ
ル
は
何
等
の
原
理
を
も
有
に
ず
、
抽
象
ご
能
僻
ざ
で
行
動
の
機
命
ｕ
主
義
を
色
つ
け
婿
プ
ロ
リ
ィ
、
と
奇
ハ
ラ
ン
ト
ざ
は
原

理
の
上
に
必
要
を
感
じ
、
或
は
、
王
義
の
要
素
を
兄
川
し
て
も
、
祠
等
そ
れ
を
形
態
さ
し
て
成
立
だ
せ
な
い
。
蓋
し
詞
鳥
○
口
の
至
上
樅
な詔

る
も
の
は
、
そ
の
創
始
新
た
る
椛
利
に
油
っ
て
、
ギ
ゾ
オ
に
の
み
脇
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
シ
ャ
ル
ル
。
プ
ウ
タ
ス
前
描
土
回
。
頁
三
九
九
）

ギ
ゾ
オ
時
代
の
形
勢
は
、
諭
誇
史
學
の
フ
ァ
タ
リ
ス
ム
さ
ギ
ゾ
オ
の
業
紘
「
迫
に
擴
っ
て
、
そ
の
解
読
を
兄
世
す
べ
き
も
の
苣
思
は
れ
る
．
。

少
く
も
、
從
來
老
へ
ら
れ
た
る
無
感
蝿
の
放
澄
ご
か
爺
皆
無
の
政
治
雪
と
か
、
或
は
和
平
な
る
因
循
の
意
に
於
け
る
保
守
政
治
の
墨
守
、
こ
か
は
、

や

秤
老
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
ど
思
は
れ
る
。
七
Ⅲ
王
政
末
期
の
文
化
ざ
、
淵
管
の
並
那
湿
の
傾
向
の
間
に
、
諭
誰
史
學
科
の
ギ
ゾ
オ
の
政
論

を
兄
る
こ
這
に
は
、
こ
の
學
風
の
感
化
影
禅
に
由
っ
て
生
ず
る
，
こ
・
こ
の
上
の
老
祁
一
型
を
、
必
要
さ
す
る
も
の
芭
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

閂
．
ご
詞
吋
旨
①
黒
Ｆ
ｍ
Ｚ
厨
の
①
】
国
一
の
８
時
①
Ｑ
①
司
坑
画
ロ
。
①
Ｃ
Ｏ
口
Ｉ

篇
ョ
９
３
日
⑦
．
《
・
ぐ
．

ご
国
ｏ
弓
①
号
一
口
○
日
８
》
Ｆ
Ｏ
ｇ
の
国
邑
言
胃
・
岳
８
１

』
ｍ
《
Ｐ
も
閉
胃
蔚
》
里
心
四
Ｆ

い
）
室
卦
旦
．

む
く
言
８
制
号
目
且
》
国
陣
９
３
号
旨
旨
○
口
目
○
三
の
：

諭
諺
史
準
の
フ
ァ
ク
リ
ス
ム
と
ギ
ゾ
オ
昨
代

１
冒
届
琶
帝
庁
旦
⑦
呉
、
四
○
シ
］
の
《
、
、
弓
、
『
．
］
の
『
ｐ
計
．
崗
胃
．

ｇ
同
．
Ｆ
昌
房
の
①
》
９
，
△
①
ｍ
の
ロ
、
、
、

ｅ
蜀
旦
⑦
言
⑦
○
月
①
』
９
１
Ａ
旬
の
の
こ
の
．

ご
○
言
鼎
］
⑦
の
国
．
勺
○
貝
富
め
．
Ｆ
画
］
①
ｇ
］
①
腸
⑦
号
。
ｐ
胃
○
斤
》

（
ご
巴
Ｉ
畠
雇
）
．
慰
旬
．
石
段
．
３
号
．
昌
昌
．
舎

冒
．
ｇ
ぐ
．
ｇ
⑦
国
帝
ｇ
ｏ
Ｔ
Ｑ
⑦
め
ゅ
届
の
．

五
九

’

ｌ
Ⅱ
ｊ
二
■
■
■
■
｝
’

b
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